
６ 
 

 

 

令
和
三
年
十
月
四
日
提
出 

質

問

第

六

号 

       
 
 

老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
促
進
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

丸

山

穂

高 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
促
進
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

老
朽
化
が
進
行
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
外
壁
の
剥
落
等
に
よ
っ
て
居
住
者
や
近
隣
住
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
周
辺
地
域
の
景
観
や
治
安
の
悪
化
に
も
つ
な
が
る
な
ど
、
そ
の
弊
害
は
極
め
て
大
き
い
。
令
和
二

年
末
時
点
に
お
い
て
築
四
十
年
超
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
約
百
三
万
戸
存
在
し
、
そ
の
数
は
十
年
後
に
は
約
二
百
三
十
二
万
戸
、
二

十
年
後
に
は
約
四
百
五
万
戸
へ
と
急
速
に
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
我
が
国

の
経
済
社
会
全
体
に
深
刻
な
悪
影
響
を
も
た
ら
す
懸
念
が
あ
る
。
令
和
二
年
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
老
朽
化
等
に
対
応
す
る
た
め

の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
除
却
の
必
要
性
に
係
る
認
定
（
以
下
「
要
除
却
認
定
」
と
い
う
。
）
の
対
象
の
拡
充
等
が
措

置
さ
れ
た
が
、
赤
羽
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
答
弁
で
認
め
た
よ
う
に
「
一
歩
前
進
」
に
過
ぎ
ず
（
第
二
百
一
回
国
会
参
議
院
国

土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
九
号
、
令
和
二
年
四
月
七
日
）
、
更
な
る
対
策
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
に
対
す
る
容
積
率
緩
和
特
例
の
効
果
等 

 

１ 

国
土
交
通
省
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
六
年
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下



 

２ 

 

「
マ
ン
建
法
」
と
い
う
。
）
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た
耐
震
性
不
足
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
対
象
と
し
た
容
積
率
緩
和
特
例
の
許

可
の
実
績
は
、
令
和
二
年
四
月
時
点
で
三
件
と
さ
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
四
月
以
降
の
実
績
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
把
握

し
て
い
る
か
、
ま
た
把
握
し
て
い
る
な
ら
ば
何
件
か
。 

 

２ 

令
和
二
年
末
時
点
に
お
い
て
、
築
四
十
年
超
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
約
百
三
万
戸
存
在
し
、
そ
の
中
に
は
相
当
数
の
耐
震
性

不
足
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
建
替
え
等
を
促
進
す
る
必
要
性
は
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
令
和
二
年
四

月
時
点
に
お
け
る
実
績
を
見
る
限
り
で
は
、
容
積
率
緩
和
特
例
の
活
用
が
進
ん
で
い
る
と
は
評
価
し
が
た
い
状
況
に
あ

る
。
そ
の
要
因
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
今
後
の
活
用
の
見
通
し
に
つ
い
て
、

政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

令
和
二
年
の
マ
ン
建
法
改
正
に
よ
り
、
要
除
却
認
定
の
対
象
が
拡
充
さ
れ
、
外
壁
の
剥
落
等
に
よ
り
危
害
が
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
も
容
積
率
緩
和
特
例
が
活
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
新
た
に
対
象
と
さ
れ
た
類

型
に
お
け
る
容
積
率
緩
和
特
例
の
活
用
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

４ 

要
除
却
認
定
の
対
象
と
な
り
得
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
容
積
率
以
外
の
斜
線
制
限
や
日
影
規
制
等
の
建
築
規
制

に
よ
り
、
容
積
率
緩
和
特
例
が
活
用
で
き
な
い
場
合
が
生
じ
う
る
。
特
に
既
存
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
建
替
え
前



 

３ 

 

と
同
規
模
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
さ
え
建
築
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
例
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
の
か
、

そ
れ
ら
が
容
積
率
緩
和
特
例
の
活
用
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問

う
。 

 

５ 

こ
れ
ま
で
の
活
用
実
績
や
そ
の
他
の
建
築
規
制
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
容
積
率
緩
和
特
例
に
よ
る
老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え
等
の
促
進
に
対
す
る
効
果
は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
容
積
率
緩
和
特
例
が
活
用
で
き
な

い
老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
に
対
す
る
建
替
え
等
促
進
策
を
早
期
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

問
う
。 

二 

令
和
二
年
の
マ
ン
建
法
改
正
で
拡
充
さ
れ
た
要
除
却
認
定
の
対
象
に
係
る
要
件
の
在
り
方
等 

 
 

令
和
二
年
の
マ
ン
建
法
改
正
で
拡
充
さ
れ
た
要
除
却
認
定
の
対
象
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ

た
「
要
除
却
認
定
基
準
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
検
討
が
行
わ
れ
、
令
和
三
年
八
月

二
十
七
日
に
は
認
定
基
準
案
の
概
要
が
検
討
会
に
お
い
て
概
ね
了
承
さ
れ
、
引
き
続
き
施
行
に
向
け
た
検
討
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、 

 

１ 

新
た
な
要
除
却
認
定
の
対
象
の
う
ち
、
外
壁
の
剥
落
等
に
よ
り
周
辺
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
及
び
配
管



 

４ 

 

設
備
の
劣
化
に
よ
り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
容
積
率
緩
和
特
例
を
受
け
る
た
め

に
、
故
意
に
修
繕
等
を
行
わ
ず
に
劣
化
を
放
置
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
誘
発
す
る
懸
念
が
あ
る
。
検
討
中
の
認
定
基
準

は
、
こ
の
懸
念
に
十
分
対
応
し
た
も
の
と
な
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
性
能
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
関
す
る
認
定
基
準
に
よ
り
要
除
却
認
定
を
受
け
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を

建
て
替
え
る
場
合
、
建
替
え
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
を
満
た
す
こ
と
は
要
件
と
は
さ
れ
な
い
見
込
み
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
検
討
会
の
議
事
要
旨
に
よ
れ
ば
「
運
用
面
で
の
対
応
」
が
な
さ
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
「
運
用
面
で
の
対
応
」
で
建
替
え
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
バ

リ
ア
フ
リ
ー
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
実
に
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
促
進
策
の
抜
本
的
強
化
の
必
要
性 

 
 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
状
に
お
い
て
も
、
容
積
率
緩
和
特
例
に
よ
る
効
果
は
限
定
的
で
あ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な

い
。
さ
ら
に
、
我
が
国
の
世
帯
数
は
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
局
面
に
入
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、
今
後
は
容
積
率
緩
和
特
例
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ご
く
一
部
の
好
立
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
中
長
期
的
に
持
続
可
能
な
施
策
で
は
な
い
。
急
増
す
る
老
朽
化
等
マ
ン
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
に



 

５ 

 

は
、
建
替
え
等
促
進
策
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、 

 

１ 
我
が
国
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
や
敷
地
売
却
に
は
区
分
所
有
者
等
の
五
分
の
四
以
上
に
よ
る
決
議
を
要
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
、
一
定
の
場
合
、
区
分
所
有
者
等
の
四
分
の
三
以
上
に
よ
る
決
議
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い

る
。
我
が
国
で
も
少
な
く
と
も
韓
国
並
み
に
要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

国
土
交
通
省
は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
十
三
年
四
月
国
土
交
通
省
）
を

策
定
し
、
適
正
な
修
繕
積
立
金
の
設
定
や
積
立
て
を
促
し
て
は
い
る
も
の
の
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
建
替
え
や
除
却

な
ど
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
実
態
と
し
て
修
繕
積
立
金
の
水

準
が
不
十
分
な
マ
ン
シ
ョ
ン
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。
老
朽
化
が
進
行
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
が
大
き
な
外
部
不
経
済
を
も
た

ら
す
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
修
繕
や
除
却
に
要
す
る
最
低
限
の
費
用
の
積
立
て
を
法
的
に
義
務
付
け
る
こ
と
は
十
分
に
正
当

化
さ
れ
得
る
施
策
で
あ
る
。
そ
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
速
や
か
に
開
始
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


